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衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
通
過
通
航
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
六
号
）
が
規
定
す
る
「
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ

て
い
る
海
峡
」
に
お
け
る
通
過
通
航
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
当
該
制
度
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
い
か
な
る
範
囲
で
適

用
さ
れ
る
の
か
等
を
判
断
す
る
上
で
各
国
の
実
行
の
十
分
な
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。


